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はつかいち福祉ねっとのみなさま 

 

はつかいち福祉ねっと 

“発達障害啓発週間”ワーキング 

代 表  山 田 啓 妃 

 

 

「第 7 回 はつかいち カラフル アート展～“発達障害啓発週間”作品展～」について（募集） 

 

 

平素より、はつかいち福祉ねっとの取組につきましては、ご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

さて、“発達障害啓発週間”ワーキングでは、例年、自閉症をはじめとする発達障がいの啓発活動の

一環として、障がいのある方の作品展を開催しています。今年度もはつかいち福祉ねっとのみなさまを

対象に出展作品を募集させていただきます。 

つきましては、各事業所の利用者のみなさまや各団体に所属されているみなさまにご周知いただくと

ともに、作品の応募にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、作品をご応募いただける方は、お手数をおかけしますが、別紙の「第 7回 はつかいち カラフ

ル アート展～“発達障害啓発週間”作品展～流れ」をご確認いただき、応募用紙（事業所・団体用ま

たは個人用）にて、令和 8 年 2 月 16 日（月曜日）までにメール、FAX 等でご応募ください。 

 

記 

 

【企 画 名】「第 7 回 はつかいち カラフル アート展～“発達障害啓発週間”作品展～」 

【主 催】はつかいち福祉ねっと“発達障害啓発週間”ワーキング 

【期 間】令和 8年 4 月 1 日(水曜日)～5日(日曜日) 

【応募資格】廿日市市内在住・在学・在勤（福祉事業所への通所も含む）の障がいのある方、その

他、はつかいち福祉ねっとにつながりのある障がいのある方 

【場 所】「はつかいち美術ギャラリー」・「市民ホール」（はつかいち市民図書館前） 

【趣 旨】1．“発達障害啓発週間”に合わせ、障がいのある方の取組や作品を紹介することで、

多くの市民に自閉症を含む発達障がいに関する理解の促進を図る。 

2．様々な障がいのある方の作品を多くの市民に紹介する機会をつくる。 

【内 容】1．自閉症・発達障がい啓発のテーマカラーになっている青色の手形・足型、または

青色の折り鶴による平面作品の展示 

2．絵画、書、工芸、陶芸、写真等の自由作品の展示 

【そ の 他】同期間において、新宮中央公園でのブルーライトアップやあいプラザでの発達障がい

啓発コーナーの設置、様々な場所での啓発チラシ配布等を行う。 

以上 

 

 

 

 

はつかいち福祉ねっと事務局 

廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ（担当：橘、塩田） 

TEL：0829-20-0224  FAX：0829-20-0225 E-Mail: tachibana@h-kiraria.net 

問い合わせ先 


